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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の操作位置において節度感が生じるように構成された操作ノブと、
　この操作ノブの動作に応じて連続的に変化する出力値を生成可能な検出手段であって、
出力値変化の飽和が生じない検出手段と、
　予め定められた複数の操作判定の基準値をそれぞれ記憶する記憶手段と、
　前記複数の基準値を前記記憶手段に登録する制御手段と、
　前記検出手段の出力値と前記記憶手段に記憶された複数の基準値との大小関係に基づい
て、特定の操作位置以上に前記操作ノブが操作されたことを判定する操作判定手段と、
　を備え、
　前記検出手段は、前記操作ノブの移動に伴って移動する可動接点と、この可動接点と常
に接続している印刷抵抗とよりなる可変抵抗によって構成され、この可変抵抗の抵抗値の
変化を電圧変化に変換し、この電圧変化を前記出力値として出力するものであり、前記操
作ノブの移動に伴って前記可動接点と前記印刷抵抗との接触位置が直線的に変位し、この
変位に伴って前記抵抗値及び前記出力値が直線的に変化する特性を有し、
　前記制御手段は、ユーザの入力により前記記憶手段に記憶されている複数の基準値を書
き換える操作をそれぞれの基準値に対して繰り返し、前記操作判定手段は、書き換えられ
た前記複数の基準値と前記出力値とを比較して前記判定を行う機能を有し、
　前記特定の操作位置が前記操作ノブの動作範囲内に複数存在し、前記節度感が各操作位
置毎に発生し、前記基準値が各操作位置毎に記憶されるとともに、前記操作判定手段が各
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操作位置に対応した前記判定をそれぞれ行なう構成であることを特徴とするスイッチ装置
。
【請求項２】
　少なくとも前記可変抵抗が、基板上に実装可能となるようにモジュール化されているこ
とを特徴とする請求項１に記載のスイッチ装置。
【請求項３】
　前記操作ノブが、非操作位置を中心として両方向に操作されるものであり、各方向の動
作範囲内に、前記特定の操作位置が少なくとも一つ存在し、前記節度感は各方向の前記操
作位置毎に発生し、前記基準値が各方向の前記操作位置毎に記憶されるとともに、前記操
作判定手段が各方向の前記操作位置に対応した前記判定をそれぞれ行なう構成であること
を特徴とする請求項１又は２に記載のスイッチ装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかに記載のスイッチ装置を備え、前記操作判定手段の判定に応じ
て、電動機器の駆動制御を行う駆動装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両のパワーウインド開閉用などのスイッチ装置に係り、操作位置と操作結果
とのマッチングが容易に調整できるスイッチ装置、及びこれを使用したパワーウインドな
どの駆動装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、車両のパワーウインドシステムやサンルーフシステムなどの駆動装置においては
、節度感（クリック感）を持つスイッチ装置が設けられ、このスイッチ装置の操作ノブの
操作に応じてウインドやサンルーフ（開閉体）の開閉動作を制御する構成となっている。
またこの種の装置では、ウインドのオート動作（ユーザが操作を止めても全閉位置或いは
全開位置までウインドが自動的に動く動作）や挟み込み検出時の自動反転動作（挟み込み
防止動作）等を実現する電子制御が主流になっており、リレーによる駆動方式が一般的に
なっている。
即ち、この種の装置は、特許文献１に記載されているように、モータに電源供給してモー
タをそれぞれ開動方向（ウインドを開ける方向）又は閉動方向（ウインドを閉じる方向）
に駆動するための二つの小型なリレー（いわゆる１ｃ接点を有するもの）と、ユーザの操
作に応じたモータの動作（開閉体の動作）を指令するための小型なスイッチと、このスイ
ッチの作動状態に応じて前記リレーの何れかを駆動する制御回路（図示省略）とを備える
。そして、これらの要素が例えば一つの基板上に搭載された状態で、例えば車両ドアの内
部（ウインド操作部の裏側）などの空きスペースに設置される。
【０００３】
ここで、上記リレー（図示省略）は、それぞれ励磁用のコイルと、コモン端子（以下、Ｃ
端子という。），ノーマルオープン（常開）端子（以下、Ｎ．Ｏ端子という。）及びノー
マルクローズド（常閉）端子（以下、Ｎ．Ｃ端子という。）を有する接点部とよりなり、
コイルの通電が行われていない非作動状態ではＣ端子とＮ．Ｃ端子が接続された状態とな
り、コイルの通電が行われた作動状態ではＣ端子とＮ．Ｏ端子が接続された状態となる。
そして通常、これらリレーのＮ．Ｏ端子は、電源ラインの高電位側に接続され、Ｎ．Ｃ端
子は、グランド側（電源の低電位側）に接続されている。また、開動側のリレーのＣ端子
は、モータのモータコイルの両端子のうち、高電位電源側に接続されたときにモータが開
動方向に回転する側の端子に接続されている。一方、閉動側のリレーのＣ端子は、モータ
のモータコイルの両端子のうち、高電位電源側に接続されたときにモータが閉動方向に回
転する側の端子に接続されている。
【０００４】
そして、上記スイッチは、例えば車両ドアの肘置きなどに配置される操作ノブ（図示省略
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）によって操作される構成となっている。この操作ノブは、通常、中立位置（非操作位置
）から引き上げ方向（ウインドの閉動を指令する方向）と押し込み方向（ウインドの開動
を指令する方向）に揺動自在となっており、各方向において１段階又は２段階の節度感が
付与されている。例えば、オート動作機能のあるウインド用の操作ノブは、１段目の節度
感が得られる操作によりマニュアル動作（オート動作でない動作）を指令し、２段目の節
度感が得られる操作によりオート動作を指令するために、例えば図８（ｂ）に示す如く各
方向において２段階の節度感が付与され、操作段数が各方向について２段となっている。
また、オート動作機能のないウインド用の操作ノブは、１段目の節度感が得られる操作に
よりマニュアル動作を指令するために、各方向において１段階の節度感が付与され、操作
段数が各方向について１段となっている。
【０００５】
なお、上述したような節度感を発生させる手段（節度感生成手段）としては、例えば、特
許文献１に記載されたようなバネとカム機構よりなるものがある。
即ち、操作ノブと一体に形成され、下方に伸びて下端が開口する円筒部と、この円筒部内
に装填されて、この円筒部の軸方向に摺動自在な摺動部材と、前記円筒部内の前記摺動部
材よりも奥側（上方）に装填されて、前記摺動部材を下方に付勢するコイルバネと、前記
操作ノブを支持する固定側（例えば、後述する上ケース１２）に固定されて、前記摺動部
材の先端（下端）がはまり込む凹部を上面に有する受け部材とよりなる構成である。
ここで、受け部材の凹部と摺動部材の先端の嵌合面の形状は、操作ノブが自然状態（外力
を加えていない状態）においてコイルバネの復元力により所定の中立位置（非操作位置）
に復帰してその位置に維持されるように、全体として円錐状の形状となっている。またこ
れら嵌合面は、局部的に見ると、操作ノブを各方向に揺動操作する際にそれぞれ１段階又
は２段階に節度感が生じるように、凹凸（段部）のある形状となっている。
【０００６】
また、前記スイッチは、例えば図７に符号１０で示すようなスイッチモジュールとして構
成され、内部に操作段数に応じた複数の接点（狭義のスイッチ）を備える。例えば、オー
ト動作機能のあるウインド用のスイッチの場合、図８（ａ）に示すように、いわゆるａ接
点（常開接点）である四つの接点１，２，３、４を備える。
そして、このスイッチモジュール１０は、外部接続端子として、接点１～４の一方の端子
を共通化してなるコモン端子（ＣＯＭＡ）と、接点１の他方の端子（出力端子）である自
動閉動信号端子（ＡＵ）と、接点２の他方の端子である自動開動信号端子（ＡＤ）と、接
点３の他方の端子である閉動信号端子（ＭＵ）と、接点４の他方の端子である開動信号端
子（ＭＤ）とを有する。
これら端子は、対応する接点のオンオフ動作により電圧が変化するように回路に組み込ま
れ、この電圧変化が操作信号として制御回路に入力される。例えば、上記コモン端子（Ｃ
ＯＭＡ）がグランドに接続され、その他の端子（ＡＵ、ＡＤ、ＭＵ，ＭＤ）が、制御回路
の所定の入力端子に接続されるとともに、プルアップ抵抗（図示省略）を介して電源の高
電位側に接続される。これにより、何れかの接点がオンすると、その接点の他方の端子（
出力端子）の電圧が高電位（電源電位）から低電位（グランド側電位）に変化し、これに
より制御回路がその端子に対応する信号が入力されたと読み取る仕組となっている。
【０００７】
なお、このスイッチモジュール１０は、横方向長さが２ｃｍ程度の非常に小型なものであ
り、図７に示すように、接点１～４の固定側の端子（ＣＯＭＡ、ＡＵ、ＡＤ、ＭＵ，ＭＤ
）を構成する導電部材１１がインサート成形された合成樹脂製の上ケース１２と、合成樹
脂製の下ケース１４と、これらケース内に移動自在に収納される合成樹脂製のスライダ１
５と、このスライダ１５の上面側に取り付けられて接点１～４の可動側を構成する導電部
材１６とよりなる。
ここで、スライダ１５には、ケース正面外方に突出する押圧部１５ａが形成され（図７（
ｃ）等参照）、前記操作ノブの下端側に一体に形成された可動片（図示省略）がこの押圧
部１５ａに係合するようになっており、前記操作ノブを操作すると、前記操作ノブの可動
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片がこの押圧部１５ａを押して、スライダ１５が図７（ａ）において左右に移動するよう
になっている。
【０００８】
また、導電部材１１からは、端子（ＣＯＭＡ、ＡＵ、ＡＤ、ＭＵ，ＭＤ）としての細い帯
状の接続端部が、図７に示すように各ケースの背面側から下方に向かって伸びており、下
ケース１４の下面よりも下方に突出した状態（基板のスルーホールに対して挿入可能な状
態）となっている。
また、導電部材１１は、各端子毎に分離されており、スライダ１５とともに移動する導電
部材１６への接触状態が切り替わることにより、接点１～４のオンオフ動作を実現する構
成となっている。
【０００９】
そして、上記スイッチモジュール１０の各接点の作動状態と、前述した操作ノブの各方向
の２段階の節度感とが対応するように、各部材の寸法や位置が設定されている。
すなわち、操作ノブが引上げる方向に揺動操作されてこの方向の１段目の節度感が生じた
後の角度位置（図８（ｂ）に示す１段目エンドの位置）では、接点３が作動状態（オン状
態）となって制御回路にマニュアルアップ信号（閉動信号）が入力され、さらに操作ノブ
が同方向に揺動操作されて２段目の節度感が生じた後の角度位置（図８（ｂ）に示す２段
目エンドの位置）においては、接点１が作動状態となってオートアップ信号（自動閉動信
号）が入力される構成となっている。また、操作ノブが押し下げる方向に揺動操作されて
この方向の１段目の節度感が生じた後の角度位置では、接点４が作動状態となってマニュ
アルダウン信号（開動信号）が入力され、さらに操作ノブが同方向に揺動操作されて２段
目のクリック感が生じた後の角度位置においては、接点２が作動状態となってオートダウ
ン信号（自動開動信号）が入力される構成となっている。
【００１０】
【特許文献１】
特開２００１－１１８４６５号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来の駆動装置におけるスイッチは、各接点の作動状態（操作結果）と節
度感（即ち、特定の操作位置）とのマッチングをとることが困難であるため、生産性向上
やコスト低減に限界があった。特に近年では、車両などの分野において、操作の容易性や
高級感を高めるなどの理由から、操作ノブの全ストロークが市場の要望として短く制限さ
れる傾向にある。具体的には、例えば操作ノブの揺動ストロークが従来は全体で２０°程
度あったものが、近年では１０°程度に短くすることが要望されている。このため、上記
マッチングをとることが非常に困難となっており、生産性の低下やコスト増が避けられな
いという問題があった。
【００１２】
というのは、例えば前述の図７等に示したスイッチモジュール１０の場合、操作ノブが操
作される際の操作ノブの揺動角度（ストローク）に対して、図８（ｂ）に示すように操作
力（操作ノブを操作するのに必要な力）が変化する。即ち、１段目ピーク位置において１
段目の操作力のピークが形成され、この１段目ピーク位置から１段目エンド位置までは前
記操作力が減少し、この１段目エンド位置を過ぎると操作力が再び増加して、２段目ピー
ク位置において２段目の操作力のピークが形成され、この２段目ピーク位置から２段目エ
ンド位置までは前記操作力が減少する。
そして、前述のマッチングをとるためには、１段目の節度感に対応して動作すべきマニュ
アル動作指令用の接点３，４は、１段目ピーク位置から１段目エンド位置までの範囲（１
段目設定範囲）において必ずオンする必要があり、２段目の節度感に対応して動作すべき
オート動作指令用の接点１，２は、２段目ピーク位置から２段目エンド位置までの範囲（
２段目設定範囲）において必ずオンする必要がある。
【００１３】
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ところが、上述のピーク位置やエンド位置は、実際には一定値ではなく、操作ノブや節度
感を生成する部品の制作誤差や組み付け誤差によって製品毎にばらつく。このため実際に
は、このようなばらつきを考慮して、例えば図８（ｂ）に例示するより狭い設定許容範囲
内に、各接点がオンする位置（オン点）を収める必要がある。しかし、各接点のオン点も
、スイッチモジュール１０を構成する各部品の精度に応じたばらつきを当然に有するため
、上記設定許容範囲内に各接点のオン点を収めること、即ち前述のマッチングをとること
は、相当困難なものであった。特に、操作ノブの全ストローク（この場合、２段目エンド
位置までのストローク）が短く制限されると、これに応じて上記設定許容範囲も極めて狭
いものとなるため、部品の制作精度や組み付け精度を極端に高める必要があり、生産性向
上やコスト低減の面において極めて不利となる。
【００１４】
また、前述したようなオンオフする接点よりなる従来方式のスイッチ構成であると、操作
段数に応じて接点数や端子数が増加するため、操作段数が多い場合に部品点数が多くなり
、その点でも生産性向上やコスト低減に限界があるという問題があった。例えば、マニュ
アル動作による開閉操作とオート動作による開閉操作を実現する必要のある前述のスイッ
チモジュール１０は、４個のａ接点が必要であり、端子は５個も必要であるため、部品点
数が多く、部材費や組み立て費がかさみコスト低減に限界があるとともに、組み立て工数
が多く生産性向上も困難であった。
【００１５】
なお、出願人が開示した前述の特許文献１には、操作ノブに一体的に設けた可動片（磁界
発生手段）と、この可動片が操作ノブの動作に伴って接近する位置に配置された磁気セン
サ（例えばホール素子）とによって、操作ノブの操作量や操作方向を非接触で検出する検
出手段を構成し、この検出手段の出力値（即ち、ホール素子の出力電圧）を記憶された基
準値と比較することに基づいて、操作判定を行うスイッチ装置が記載されている。このス
イッチ装置によれば、上記基準値を製品毎に設定することによって、製品毎のばらつきを
吸収して、上述のマッチングが可能となる。また、操作段数が多い場合にもスイッチモジ
ュールの構成が簡素化され部品点数が低減でき、前述した従来の問題の解消に貢献できる
。しかしこの場合には、次のような解決すべき課題があった。
【００１６】
即ち、操作ノブのストローク（前記可動片の進退動作）に対するホール素子などの磁気セ
ンサの出力電圧（検出手段の出力値）の変化特性は、実際には図８（ｃ）に示すように、
両方向（前記可動片がホール素子に接近する方向と、ホール素子から離れる方向）で飽和
する傾向になってしまうとともに、このような傾向の変化特性が、ホール素子と前記可動
片との位置関係のみにより決まってしまい自由度が少ないため、好ましい特性が設定困難
であるという問題がある。
【００１７】
具体的には、例えば前述したスイッチモジュール１０と同様に、２段階の節度感に対応し
た二つのオン点（ＯＮ１，ＯＮ２）を設定する場合、図８（ｃ）に示すように各オン点（
ＯＮ１，ＯＮ２）を飽和領域近傍に設定せざるを得ない可能性が高く、ストローク変化に
対する出力電圧変化の少ない領域（即ち、検出感度の低い領域）で操作判定を行うことに
なる。このため、出力電圧を大きく増幅する必要が生じたり、各オン点（ＯＮ１，ＯＮ２
）を決定する基準電圧（Ｖ１，Ｖ２）の設定作業（前述した製品毎のばらつきを吸収する
ための調整作業）が微妙で困難な作業になり易いという不利がある。なお、このような不
利を解消するためには、図８（ｃ）に示した特性が、全ストローク範囲に対して、少なく
ともリニアな特性に容易に設定可能であることが必要であり、より好ましくは、各オン点
を設定する領域において特に出力電圧の変化が大きくなるような特性（即ち、操作判定に
使用される領域において検出感度が高くなるような特性）に設定できることが望ましい。
しかし、ホール素子を用いた構成であると、このような好ましい特性の設定は困難であっ
た。
【００１８】
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また、上述したようなホール素子を使用した構成であると、ホール素子が周囲温度の影響
を受け易いものであるため、温度による特性変化が大きく、この温度の影響による誤動作
等を確実に防止するためには、サーミスタ等を用いた温度補償回路を設けなければならず
、十分なコスト低減が図れないといった問題もあった。
そこで本発明は、操作位置と操作結果のマッチングをとることが容易に可能であるととも
に、良好な特性を設定容易なスイッチ装置、より好ましくは温度変化の影響を受け難い簡
素かつ低コストなスイッチ装置、及びこのようなスイッチ装置を使用した駆動装置を提供
することを目的としている。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　本願のスイッチ装置は、特定の操作位置において節度感が生じるように構成された操作
ノブと、この操作ノブの動作に応じて連続的に変化する出力値を生成可能な検出手段であ
って、出力値変化の飽和が生じない検出手段と、予め定められた複数の操作判定の基準値
をそれぞれ記憶する記憶手段と、前記複数の基準値を前記記憶手段に登録する制御手段と
、前記検出手段の出力値と前記記憶手段に記憶された複数の基準値との大小関係に基づい
て、特定の操作位置以上に前記操作ノブが操作されたことを判定する操作判定手段とを備
え、前記検出手段は、前記操作ノブの移動に伴って移動する可動接点と、この可動接点と
常に接続している印刷抵抗とよりなる可変抵抗によって構成され、この可変抵抗の抵抗値
の変化を電圧変化に変換し、この電圧変化を前記出力値として出力するものであり、前記
操作ノブの移動に伴って前記可動接点と前記印刷抵抗との接触位置が直線的に変位し、こ
の変位に伴って前記抵抗値及び前記出力値が直線的に変化する特性を有し、前記制御手段
は、ユーザの入力により前記記憶手段に記憶されている複数の基準値を書き換える操作を
それぞれの基準値に対して繰り返し、前記操作判定手段は、書き換えられた前記複数の基
準値と前記出力値とを比較して前記判定を行う機能を有し、
　前記特定の操作位置が前記操作ノブの動作範囲内に複数存在し、前記節度感が各操作位
置毎に発生し、前記基準値が各操作位置毎に記憶されるとともに、前記操作判定手段が各
操作位置に対応した前記判定をそれぞれ行なうものである。
　本願発明は、特定の操作位置において節度感が生じるスイッチ装置である。このような
スイッチ装置は、既述したパワーウインドシステムのスイッチ装置のように、操作位置と
操作結果のマッチングをとることの容易性や、良好なスイッチ特性が強く求められるから
である。
【００２０】
　ここで、「節度感」とは、いわゆるクリック感のことであり、操作ノブを操作するのに
必要な操作力が、特定の操作位置（ピーク位置）において増加して操作力のピークが形成
され、その後、所定のエンド位置まで操作力が減少することにより、操作ノブを操作する
ユーザに与えられる手ごたえ感であり、操作が実行されたことをユーザに実感させるとと
もに、操作ノブの操作時の動作を安定させ、これによって操作の確実性を担保するための
ものである。
また、「操作ノブの動作に応じて連続的に変化する出力値を生成可能な検出手段であって
、出力値変化の飽和が生じない検出手段」とは、操作ノブのストローク（操作量）に対す
る出力値の変化特性を少なくともリニアな特性にすることが容易に可能な検出手段を意味
し、前述の特許文献１に記載されたホール素子などの磁気センサよりなるものを含まない
意味であり、本願では可変抵抗によって構成されるものである。
【００２１】
また、「前記検出手段の出力値と前記記憶手段に記憶された基準値との大小関係に基づい
て、特定の操作位置以上に前記操作ノブが操作されたことを判定する」の具体的態様とし
ては、上記出力値が基準値以上に又は基準値を超えて増加した場合に操作されたと判定す
る態様、上記出力値が基準値以下に又は基準値未満に低下した場合に操作されたと判定す
る態様がある。
また、「特定の操作位置以上に前記操作ノブが操作されたことを判定する」とは、当該操
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作位置に対応する操作段の操作指令（例えば開閉体の開動や閉動を指令する操作信号入力
）がなされたことを判定することを意味し、特定の操作位置で節度感が生じる構成の場合
には、当該節度感に対応する操作段の操作指令がなされたことを判定することを意味する
。
【００２３】
　このスイッチ装置によれば、製品毎のばらつきを吸収するように、必要に応じて製品毎
に記憶手段の基準値を書き換えることによって、実際に操作ノブが特定の操作位置以降に
操作された時点で、操作判定手段が的確にそれを判定するように調整すること（即ち、操
作位置と操作結果のマッチングを的確にとること）が容易に可能である。このため、従来
に比べて部品の制作精度や組み付け精度を高めなくてもよくなり、生産性向上やコスト低
減が図れる。
　しかも、出力値変化の飽和が生じない検出手段によって操作ノブの動作を検出している
ため、前述の特許文献１の場合と異なり、良好な特性（少なくともリニアな特性）が容易
に得られる。
　また、検出手段が可変抵抗によって構成されるものであるため、周囲温度の影響を受け
難く、温度補償を行わなくても周囲温度変化による誤動作を防止できる利点もある。
【００２５】
　また、本スイッチ装置のより好ましい態様は、少なくとも前記可変抵抗が、基板上に実
装可能となるようにモジュール化されている態様である。このような態様であると、設計
の標準化や大量生産によるコストダウンが容易になるとともに、部品の管理や組み立て作
業が容易になる。
【００２６】
　また、本スイッチ装置は、操作ノブが一方向にのみ操作されるもの、或いは節度感が１
段目だけのもの（操作段数が１段のもの）でもよいが、両方向に操作されて各方向に節度
感が設けられて各方向毎の操作指令を入力するためのもの、或いは節度感が２段階以上設
けられていて異なる操作指令を２段階以上で入力するためのもの（操作段数が２段以上の
もの）でもよい。
　即ち、本スイッチ装置は、前記操作ノブが、非操作位置を中心として両方向に操作され
るものであり、各方向の動作範囲内に、前記特定の操作位置が少なくとも一つ存在し、前
記節度感は各方向の前記操作位置毎に発生し、前記基準値が各方向の前記操作位置毎に記
憶されるとともに、前記操作判定手段が各方向の前記操作位置に対応した前記判定をそれ
ぞれ行なう構成であってもよい。
【００２７】
このように、節度感が複数箇所設定され、操作段数が各節度感に対応して複数段ある場合
、本願のようなスイッチ装置は、従来の接点式スイッチに比べてスイッチ本体の簡素化や
低コスト化が図れる。この場合、従来の接点式スイッチでは、既述したように接点や端子
を複数設けなければならないが、本願のスイッチ装置では、操作段数が多段化しても、あ
くまで検出手段は１個だけでよいし、出力端子も１式（端子数は２個又は３個）でよいか
らである。
【００２８】
なお、本願のスイッチ装置は、車両におけるパワーウインドなどの電動機器の駆動制御を
行う駆動装置のスイッチとして好適である。スイッチストロークを短くしても、操作位置
と操作結果とのマッチングを的確に実現し、信頼性の高い駆動操作が可能となるため、ス
イッチストロークを短くすることによる商品価値の向上を問題なく実現できるし、駆動装
置のコスト低減等に貢献できるからである。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
（第１形態例）
まず、本発明の第１形態例（パワーウインド駆動用のスイッチ装置）について、図１乃至
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図２により説明する。
図１（ａ）は、本例のスイッチ装置を構成するスイッチ本体２０（可変抵抗）を示す水平
断面図であり、図１（ｂ）は同スイッチ装置の回路図であり、図１（ｃ）は同スイッチ装
置の出力変化特性（操作ノブのストロークと出力電圧の関係）を示す図である。また、図
２（ａ）は、スイッチ本体２０の分解斜視図であり、図２（ｂ）は、スイッチ本体２０の
縦断面図（上ケース等を外した状態）である。
なお、操作ノブや節度感生成手段の構成は、従来の構成（例えば、特許文献１に記載され
た構成）と同様でよいので、図示及び説明を省略する。
【００３０】
スイッチ本体２０は、基板上に実装可能となるようモジュール化されたものであり、図２
（ａ）に示すように、合成樹脂製の下ケース２１及び上ケース２２と、これらケース内に
移動自在に収納される合成樹脂製のスライダ２３と、このスライダ２３の内部下面側に装
填される可動接点２４と、この可動接点２４とスライダ２３の間に配置されて可動接点２
４を下方に付勢するコイル状のバネ２５とを備える。また、下ケース２１内の底面上には
、図１（ａ）又は図２（ｂ）に示すように、印刷抵抗２６と、固定接点２７と、端子Ａ，
Ｂ，Ｃとが、インサート成形等によって形成されている。
【００３１】
ここで、スライダ２３には、上ケース２２の上面外方に突出する押圧部２３ａが形成され
、操作ノブの下端側に一体に形成された可動片（図示省略）がこの押圧部２３ａに係合す
るようになっており、操作ノブを操作すると、この可動片がこの押圧部２３ａを押して、
スライダ２３や可動接点２４が図１（ａ）において左右方向（印刷抵抗２６の長手方向）
に移動するようになっている。なおこの場合、操作ノブが中立位置にあるときには、可動
接点２４が印刷抵抗２６の中央に位置し、操作ノブが引き上げ方向に操作されると可動接
点２４が中央位置から例えば左に、押し込み方向に操作されると可動接点２４が中央位置
から例えば右に変位する構成となっている。
また、端子Ａ，Ｂ，Ｃの接続端部は、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、下ケース２１
の側面から外方に向かって突出した状態（基板のスルーホールに対して挿入可能な状態）
となっており、スイッチ本体２０が容易に基板に実装可能となっている。
【００３２】
また、図１（ａ）に示すように、印刷抵抗２６は、この場合一定幅の帯状のものであり、
固定接点２７は、印刷抵抗２６と平行に配置されたやはり一定幅の帯状の導体である。
また可動接点２４は、バネ２５に付勢されて印刷抵抗２６と固定接点２７の両方に接触し
ており、操作ノブの動作に伴って左右にスライドする際にも、印刷抵抗２６と固定接点２
７の両方に接触しながら移動する。
また端子Ａは、印刷抵抗２６の一端に接続されており、端子Ｂは、印刷抵抗２６の他端に
接続されている。また端子Ｃは、固定接点２７と一体に形成された端子である。
そして、このスイッチ本体２０は、可動接点２４の印刷抵抗２６への接触が局部的とされ
て、この接触位置が可動接点２４の移動に伴って変位することによって、端子ＡＣ間又は
ＢＣ間の抵抗値が変化するようになっており、これにより、本発明の検出手段を構成する
可変抵抗を実現している。
【００３３】
次に、本例のスイッチ装置の回路構成は、図１（ｂ）に示す構成となっている。
即ち、端子Ａが電源ライン（例えば、５Ｖ）に接続され、端子Ｂがグランドに接続され、
端子Ｃが制御部３０の信号入力端子に接続されている。このような回路構成であると、前
述した抵抗値の変化が電圧変化（例えば、０Ｖから５Ｖの範囲内の変化）に変換されて端
子Ｃから出力され、この端子Ｃから出力される出力電圧（検出手段の出力値）が、図１（
ｃ）に示す如く、操作ノブのストロークに対してリニアに変化する良好な特性となる。
なお、操作ノブが揺動するタイプの場合、操作ノブの揺動角度と前記可動接点２３の変位
量とは、厳密にはリニアな関係にないため、このような非線形性を考慮すれば、図１（ｃ
）のグラフは正確にはリニアな特性にならないが、このような非線形成分は通常僅かであ
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るため無視できる。ちなみに、印刷抵抗２６の幅寸法を長手方向（可動接点２４のスライ
ド方向）に変化させて、操作ノブのストローク（揺動角度）と可動接点２３の変位量の関
係における上述した非線形成分を打ち消すことにより、よりリニアな特性を得ることも容
易に可能である。
【００３４】
また、制御部３０は、例えばマイクロコンピュータなどの処理手段と、操作判定のための
基準値を書き換え可能に記憶するＥＥＰＲＯＭなどのメモリ（記憶手段）と、端子Ｃの電
圧をデジタル値に変換するコンバータなどを有する制御回路であり、本発明の記憶手段と
操作判定手段を構成する要素である。本例の場合、この制御部３０は、パワーウインド駆
動制御用の制御処理部としても機能する構成となっている。
【００３５】
即ち、制御部３０には、各操作方向それぞれについて、基準値Ｖ１，Ｖ２が予め登録され
ている。図１（ｂ）に示す回路構成の場合、操作ノブ引き上げ方向（アップ方向）の基準
値Ｖ１，Ｖ２としては、例えば３Ｖ程度と４Ｖ程度の値が設定され、操作ノブ押し込み方
向（ダウン方向）の基準値Ｖ１，Ｖ２としては、例えば２Ｖ程度と１Ｖ程度の値が設定さ
れている。そして制御部３０は、スイッチ本体２０の出力値（端子Ｃの電圧）をこの基準
値と比較することで操作内容を判定し、この操作判定の結果に基づいて前述のリレーを駆
動して、ウインドのマニュアルアップ、オートアップ、マニュアルダウン、又はオートダ
ウンの駆動制御を行う構成となっている。
例えば、スイッチ本体２０の出力値が、アップ方向の基準値Ｖ１以上になると、マニュア
ルアップが指令されたと判定し、アップ方向の基準値Ｖ２以上になると、オートアップが
指令されたと判定する。また、スイッチ本体２０の出力値が、ダウン方向の基準値Ｖ１以
下になると、マニュアルダウンが指令されたと判定し、ダウン方向の基準値Ｖ２以下にな
ると、オートダウンが指令されたと判定する。
【００３６】
なお、各操作方向の基準値Ｖ１，Ｖ２は、部品の寸法精度や位置決め精度のばらつきを吸
収するかたちで、以下のような手順で容易に最適値に設定できる。すなわち、操作ノブや
スイッチ本体２０を実際に組み付けた状態で、操作ノブを実際に操作しつつ上記出力値（
端子Ｃの電圧）や操作力を計測し、アップ方向とダウン方向のそれぞれについて、１段目
の節度感が生じた直後の出力値を基準値Ｖ１とし、２段目の節度感が生じた直後の出力値
を基準値Ｖ２とすればよい。
【００３７】
以上説明した本例のスイッチ装置を含むパワーウインドの駆動装置によれば、操作ノブの
操作状態（操作方向及び操作量）に応じた出力値（端子Ｃの電圧）が制御部３０に入力さ
れて、従来と同様のウインドの駆動制御が実現される。
そして、本例のスイッチ装置によれば、製品毎のばらつきを吸収するように、必要に応じ
て製品毎に記憶手段の基準値Ｖ１，Ｖ２を書き換えることによって、実際に操作ノブが節
度感のピーク位置以降に操作された時点で、制御部３０（操作判定手段）が的確にそれを
判定するように調整すること（即ち、節度感と操作結果のマッチングを的確にとること）
が容易に可能である。このため、従来に比べて部品の制作精度や組み付け精度を高めなく
てもよくなり、生産性向上やコスト低減が図れる。
【００３８】
また、可変抵抗よりなる検出手段を使用し、良好な出力特性（リニアな特性）が得られる
ため、前述の特許文献１のような問題がない。
また、可変抵抗はホール素子に比べると周囲温度の影響を受け難いため、温度補償を行わ
なくても周囲温度変化による誤動作を防止できる利点もある。
また本例では、操作段数が各操作方向に複数あるにもかかわらず、スイッチ本体２０は端
子数が３個で、摺動式の接点が１式の簡素な構成であるため、生産性向上やコスト低減及
び小型化に貢献できるという効果も得られる。
また本例では、可変抵抗を構成するスイッチ本体２０が、基板上に実装可能となるようモ
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ジュール化されている態様であるから、設計の標準化や大量生産によるコストダウンが容
易になるとともに、部品の管理や組み立て作業が容易になる効果もある。
【００３９】
（第２形態例）
次に、本発明の第２形態例について、図３により説明する。図３（ａ）は、本例のスイッ
チ装置におけるスイッチ本体４０を示す水平断面図であり、図３（ｂ）及び（ｃ）は同ス
イッチ装置の回路図である。なお以下では、第１形態例と同様の構成要素には、同符号を
使用して説明を省略する。
本例のスイッチ本体４０は、図３（ａ）に示すように、第１形態例のスイッチ本体２０に
おいて端子Ｂを削除した構成となっている点に特徴を有し、他の構成はスイッチ本体２０
と同様である。
【００４０】
なお、本例のスイッチ装置の回路構成は、例えば図３（ｂ）に示すように、端子Ａが定電
流回路４１を介して電源ラインに接続され、端子Ｂがグランドに接続された構成でもよい
し、図３（ｃ）に示すように、端子Ａが分圧用抵抗４２を介して電源ラインに接続され、
端子Ｂがグランドに接続された構成でもよい。
ここで、定電流回路４１は、スイッチ本体４０の抵抗（可変抵抗）を流れる電流値を一定
に保持する回路であり、公知の回路構成や素子を使用したもの（例えば、定電流ダイオー
ドよりなるもの）を使用することができる。但し、この定電流回路４１としては、周囲温
度によって特性が変化し難い回路を使用すべきである。
【００４１】
このような回路構成であると、スイッチ本体４０の抵抗値の変化が電圧変化に変換されて
端子Ａから出力され、この端子Ａから出力される出力電圧（検出手段の出力値）が、図１
（ｃ）に示す如く、操作ノブのストロークに対してリニアに変化する良好な特性となる。
なお、図３（ｃ）に示す構成では、分圧用抵抗４２の抵抗値をＲ１とし、スイッチ本体４
０の抵抗値をＲ２とすると、出力電圧Ｖ＝５×Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）となり、操作ノブの
ストロークと抵抗値Ｒ２の関係がリニアな特性でも、厳密にはリニアな特性（ストローク
と出力電圧の関係）は得られないが、抵抗値Ｒ１を十分大きな値に設定することにより、
ほぼリニアな特性が得られる。また、印刷抵抗２６の幅寸法を長手方向（可動接点２４の
スライド方向）に変化させて、抵抗値Ｒ２と出力電圧Ｖの関係における上述した非線形性
を打ち消すことにより、十分リニアな特性を得ることも容易に可能である。
【００４２】
以上説明した本例のスイッチ装置でも、第１形態例と同様の効果が得られる。特に本例の
場合には、スイッチ本体４０の端子が２個でよいため、スイッチ本体のさらなる生産性の
向上やコスト低減等が実現できる。
【００４３】
（第１展開例）
　次に、本発明から展開された技術である展開例について説明する。まず第１展開例につ
いて、図４（ａ），（ｂ）により説明する。図４（ａ）は、本例のスイッチ装置における
スイッチ本体４５を示す水平断面図であり、図４（ｂ）は同スイッチ装置の特性を示す図
である。
　本例のスイッチ本体４５は、図４（ａ）に示すように、第２形態例のスイッチ本体４０
において、印刷抵抗２６の代わりに、幅寸法が一定でない印刷抵抗２６ａを設けた点に特
徴を有し、他の構成はスイッチ本体４０と同様である。回路構成についても、第２形態例
と同様でよい。
【００４４】
ここで、印刷抵抗２６ａは、図４（ｂ）のようなより好ましい特性が得られるように、幅
寸法が長手方向において変化する形状となっている。物体の抵抗値は、幅寸法（断面積）
に反比例するため、このように印刷抵抗２６の幅寸法を変化させることによって、任意の
特性が得られる。ここで図４（ｂ）に示す特性は、各オン点（ＯＮ１，ＯＮ２）を設定す
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る領域において特に出力電圧の変化が大きくなるような特性（即ち、操作判定に使用され
る領域において検出感度が高くなるような特性）であり、このような特性が設定できると
、操作ノブの操作をより高感度に判定することが効果的かつ効率的に実現できるようにな
り、全体の印加電圧の増加を抑制しつつ、スイッチ操作の信頼性をより高めることができ
る。
【００４５】
（第２展開例）
　次に、第２展開例について、図４（ｃ）により説明する。図４（ｃ）は、本例のスイッ
チ本体５０を示す水平断面図である。
　本例のスイッチ本体５０は、図４（ｃ）に示すように、第２形態例のスイッチ本体４０
において、印刷抵抗２６の代わりに、中央部が可動接点２４と接触しない形状の印刷抵抗
２６ｂを設けた点に特徴を有し、他の構成はスイッチ本体４０と同様である。回路構成に
ついても、第２形態例と同様でよい。
【００４６】
ここで、印刷抵抗２６ｂは、操作ノブが中立位置（非操作位置）にあるときに、可動接点
２４との接続状態がオフするものである。即ち、本例のスイッチ本体５０（可変抵抗）は
、操作ノブが非操作位置にあるときに、その抵抗値が極大（無限大）になる構成である。
このような構成であると、抵抗値の変化を電圧変化に変換するためにスイッチ本体に流さ
なければならない電流値が、非操作状態においてゼロとなり、非操作状態での消費電流（
即ち、暗電流）をゼロとすることができる。
【００４７】
（第３展開例）
　次に、第３展開例について、図５（ａ）により説明する。図５（ａ）は、本例のスイッ
チ本体５５を示す水平断面図である。
　本例のスイッチ本体５５は、図５（ａ）に示すように、第２形態例のスイッチ本体４０
において、印刷抵抗２６の代わりに、中央部が可動接点２４と接触しない形状の印刷抵抗
２６ｂを設けるとともに、この印刷抵抗２６ｂの中央部に抵抗値が印刷抵抗２６ｂよりも
格段に高い印刷抵抗５６を設けた点に特徴を有し、他の構成はスイッチ本体４０と同様で
ある。回路構成についても、第２形態例と同様の構成（図３（ｃ）の構成）でよい。
【００４８】
　本例のスイッチ本体５０（可変抵抗）は、操作ノブが非操作位置にあるときに、その抵
抗値が極大（他の状態に比べて格段に高い状態）になる。
このため、抵抗値の変化を電圧変化に変換するためにスイッチ本体に流さなければならな
い電流値が、非操作状態において極小（他の状態に比べて格段に低い状態）となり、非操
作状態での消費電流（即ち、暗電流）を低減することができる。
　また本例の態様は、前述の第２展開例の態様に比較して、次のような固有の効果を有す
る。即ち、前述の第２展開例の態様では、非操作状態において、端子Ａと端子Ｃとの間の
導通がなくなるので、回路の断線検出を行うことが容易にできなくなる。しかし、この第
３展開例の態様では、非操作状態での消費電流を低減できるとともに、非操作状態での断
線検出も容易に可能である。
　というのは、前述の第２展開例では、非操作状態においてスイッチ本体の通電ラインが
遮断されるため、非操作状態において制御部３０に出力される電圧は、前記通電ラインの
断線が起こった場合とかわりなく、制御部３０の機能によってスイッチ本体からの出力電
圧に基づいて断線を判別することができない。しかし、この第３展開例の態様では、非操
作状態でも印刷抵抗５６を介して微弱な電流が流れているため、例えば図３（ｃ）に示す
回路において制御部３０に出力される電圧は、分圧抵抗Ｒ１の電圧降下の分だけ電源電圧
（５Ｖ）よりも低い値になっている。これに対して、例えば、スイッチ本体の通電ライン
における断線が発生した場合には、制御部３０に出力される電圧は、電源電圧又はグラン
ド電位となる。このため、制御部３０の機能によって、このような電圧の違いに基づいて
、非操作状態においても断線を検出することが可能となるからである。なお、前述の第２
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形態例等の態様であっても、同様の断線検出が可能であることはいうまでもない。
【００４９】
（第４展開例）
　次に、第４展開例について、図５（ｂ），（ｃ）により説明する。図５（ｂ）は、本例
のスイッチ本体６０を示す斜視図であり、図５（ｃ）は、スイッチ本体６０を示す水平断
面図である。
　本例のスイッチ本体６０は、原理的には、第１形態例のスイッチ本体２０と同様もので
あるが、ロータリ式である点に特徴を有する。
　即ち、スイッチ本体６０は、ケース６１の内部に、円形の固定接点６２と、この固定接
点６２の周囲を囲むように配置されたリング状の印刷抵抗６３と、固定接点６２及び印刷
抵抗６３に接触しつつ回転運動する可動接点６４とを備える。そして、ケース６１から一
端が突出する可動アーム６５を有し、この可動アーム６５を介して操作ノブの揺動が可動
接点６４に伝達され、操作ノブの揺動に伴って可動接点６４が回転運動する構成となって
いる。また、印刷抵抗６３の一端に接続された端子Ａと、印刷抵抗６３の他端に接続され
た端子Ｂと、固定接点６２に接続された端子Ｃとが、接続端部をケース６１の外方に突出
させた状態で設けられている。
　このような構成のスイッチ本体６０によっても、第１形態例のスイッチ本体２０と同様
の動作が実現でき、第１形態例と同様の効果が得られる。しかもこの場合には、操作ノブ
のストロークと可動接点６４のストローク（抵抗値の変化）との関係がリニアであるため
、最終的な出力特性をより好ましい特性にすることが特に容易であるという特有の利点が
ある。
【００５０】
（第５展開例）
　次に、第５展開例について、図６（ａ）により説明する。図６（ａ）は、本例のスイッ
チ本体７０を示す水平断面図である。
　本例のスイッチ本体７０は、操作ノブの動作速度に応じた頻度でパルス信号を生成する
パルス発生器を構成するもので、図６（ａ）に示すように、端子Ａに接続された帯状の固
定接点７１と、端子Ｂに接続された櫛刃状の固定接点７２と、操作ノブの動作に伴って左
右にスライドする可動接点２４とよりなる。
　ここで、固定接点７１は、長手方向が左右方向（可動接点２４のスライド方向）となる
ように配置され、また固定接点７２は、この固定接点７１と平行に配置され、固定接点７
２の櫛刃状部分が固定接点７１に沿って配置された構成となっている。そして、可動接点
２４は、横長の固定接点７１に常に接触しているが、固定接点７２に対しては、その櫛刃
状部分において接触するため、操作ノブの動作に伴って接続状態と非接続状態を一定間隔
で交互に繰り返す構成（オンオフを繰り返す構成）となっている。
【００５１】
このため、例えば端子Ａに電源電圧を印加し、端子Ｂの電圧をスイッチ本体７０の出力と
すれば、この出力は、操作ノブの動作速度に応じた頻度のパルス信号となる。
したがって、このパルス信号を制御回路３０に入力し、このパルス信号の出力回数（パル
ス数）をスイッチ本体７０の出力値として操作判定に使用するようにすれば、第１形態例
と同様の動作が可能であり、同様の作用効果が得られる。
【００５２】
即ち、操作ノブやスイッチ本体７０を実際に組み付けた状態で、操作ノブを実際に操作し
つつ上記出力値（パルス数）や操作力を計測し、アップ方向とダウン方向のそれぞれにつ
いて、１段目の節度感が生じた直後の出力値を基準値Ｖ１とし、２段目の節度感が生じた
直後の出力値を基準値Ｖ２として登録しておく。そして稼動時には、制御部３０において
、このように設定した基準値と上記出力値を比較することに基づいて操作判定し、この操
作判定結果に基づく制御を実行する構成とすれば、第１形態例と同様の動作が可能であり
、同様の作用効果が得られる。特に本形態例の場合には、周囲温度の影響を全く受けない
スイッチ装置が実現できる。
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なお本例の場合、操作ノブの絶対位置を検出することができないので、原点（例えば中立
位置）を制御部３０において把握することが必要となるが、非操作状態において操作ノブ
がバネの復元力によって中立位置に自動復帰する構成であれば、このような原点の把握は
容易に可能である。例えば、装置の電源投入後に制御部３０が起動した直後の操作ノブの
位置が中立位置であると把握すればよいからである。
【００５３】
（第６展開例）
　次に、第６展開例について、図６（ｂ）により説明する。図６（ｂ）は、操作ノブ７５
と本例のスイッチ本体８０とを示す側面図である。なお、符号７６は、操作ノブ７５を支
持する水平軸であり、符号７７は、操作ノブ７５の下端側に設けられた可動片を示す。
　本例のスイッチ本体８０は、可動片７７の両側に配置される圧電素子８１，８２と、可
動片７７と各圧電素子８１，８２の間に介装された例えばコイル状のバネ８３，８４とを
備えるものである。
　本例のスイッチ本体８０では、操作ノブ７５の揺動に伴う可動片７７の変位量に比例し
た力が圧電素子８１，８２に入力されるため、各圧電素子８１，８２の出力電圧は、操作
ノブ７５のストロークに対してリニアに変化する特性となる。
　したがって、この出力電圧を制御回路３０に入力し、この出力電圧をスイッチ本体８０
の出力値として操作判定に使用するようにすれば、やはり第１形態例と同様の動作が可能
であり、同様の作用効果が得られる。
【００５４】
　なお、図６（ｃ）は、節度感（操作力のピークを有する特性）を持たない構成を示して
いる。本発明をこのような構成に展開させることもできる。節度感のないスイッチでも、
一般的には、特定の操作位置において、特定の操作結果が生じるようにマッチングをとる
必要があるからである。例えば、空調機の温度調節用の操作ノブでは、温度目盛に対して
適合した操作位置で、その温度を指令するスイッチ出力が生じる必要がある。この図６（
ｃ）は、操作段が２段の場合を示しているが、１段の場合も当然あり得る。
【００５５】
【発明の効果】
　本発明のスイッチ装置によれば、製品毎のばらつきを吸収するように、必要に応じて製
品毎に記憶手段の基準値を書き換えることによって、実際に操作ノブが特定の操作位置以
上に（例えば、節度感のピーク位置以降に）操作された時点で、操作判定手段が的確にそ
れを判定するように調整すること（即ち、操作位置と操作結果のマッチングを的確にとる
こと）が容易に可能である。このため、従来に比べて部品の制作精度や組み付け精度を高
めなくてもよくなり、生産性向上やコスト低減が図れる。
　しかも、出力値変化の飽和が生じない検出手段によって操作ノブの動作を検出している
ため、前述の特許文献１の場合と異なり、良好な特性（少なくともリニアな特性）が容易
に得られる。
　また、検出手段が可変抵抗によって構成されるものであるため、周囲温度の影響を受け
難く、温度補償を行わなくても周囲温度変化による誤動作を防止できる利点もある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　スイッチ装置（第１形態例）の要部構成や特性を説明する図である。
【図２】　スイッチ装置（第１形態例）のスイッチ本体を示す図である。
【図３】　スイッチ装置（第２形態例）の要部構成を説明する図である。
【図４】　スイッチ装置（第１、第２展開例）の要部構成や特性を説明する図である。
【図５】　スイッチ装置（第３、第４展開例）の要部構成を説明する図である。
【図６】　スイッチ装置（第５、第６展開例）の要部構成等を説明する図である。
【図７】　従来のスイッチ本体を示す図である。
【図８】　従来のスイッチ装置を説明する図である。
【符号の説明】
　２０，４０，４５，５０，５５，６０　スイッチ本体（検出手段、可変抵抗）
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　３０　制御部（記憶手段、操作判定手段）
　７０　スイッチ本体（検出手段、パルス発生器）
　８０　スイッチ本体（検出手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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